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夏季団体交渉成果 
 

6 月 23 日、7 月 3 日と団体交渉を行いました。今回の交渉の成果として、以下の点をご

報告いたします。 

 

・団体交渉の到達点を文書化 

※これまでは、一時金や労働条件の大きな変更以外は合意書の対象外でしたが、今回から

交渉の到達点を文書で共有することになりました（7 月 25 日に作業完了）。 

・ハラスメント相談員関連規程を年度内に変更 

※事務職員については、学務第一、第二課長と学生相談室長がハラスメント相談員であっ

たため、相談員には両方の性別を含むように変更を申し入れました。 

・日曜日の 3 号館の施錠を一部の試験日については取りやめ 

・就業免除の条件のうち、これまで公開されていなかった「厚生に

関する計画」の周知、および服務関係の情報をまとめた教員向け手

引きの作成。 

※現在人事係は他校の情報を収集中です。使いやすい服務手引きやマニュアルを持つ大学

に勤務した経験のある方は情報を上記メールにお寄せいただければ幸いです。 

・海外研修中に科研費等から宿泊費・日当を支出することが可能に 

・試験期間中（7 月 30 日から 8 月 8 日）の冷房運転延長 

※今年度のみの試験運転です。 

・駐輪場の拡充 

 

そのほかの交渉結果、および今後の課題（旅費不要出張、退職金の確約など）などは 8 月

8 日の団体交渉報告会の場でご報告いたします。8 月 8 日の勉強会、報告会へのご参加を

お待ちしております。詳細は No10 をご覧ください。申し込み締め切りは 8 月 6 日に延

長しました。 
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